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第 一 条 こ の 規 則 は 、 三 重 県 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推

進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 。 以

下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る
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と に よ り 、 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 を 図 り 、 も っ

て 県 民 の 現 在 及 び 将 来 の 生 活 環 境 の 保 全 に 資 す る こ と

を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 廃 棄 物 の 処 理

及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適

正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第

六 十 五 号 。 以 下 「 特 別 措 置 法 」 と い う 。 ） に お い て 使 用 す

る 用 語 の 例 に よ る 。

２ こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 法 第 十 四 条 第 一 項 若 し く は

第 六 項 又 は 法 第 十 四 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 六 項 の

許 可 を 受 け た 者 を い う 。

二 土 地 所 有 者 等 県 内 の 土 地 を 所 有 し 、 占 有 し 、 又 は

管 理 す る も の を い う 。

三 工 場 等 産 業 廃 棄 物 を 生 じ る 工 場 又 は 事 業 場 を い

う 。

四 解 体 作 業 現 場 等 工 作 物 の 解 体 、 改 築 又 は 新 築 に 伴

い 産 業 廃 棄 物 を 生 じ る 作 業 現 場 を い う 。

五 不 適 正 な 処 理 法 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 産 業

も の と す る 。

（ 用 語 ）

第 二 条 こ の 規 則 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 で 使 用 す る 用

語 の 例 に よ る 。
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廃 棄 物 処 理 基 準 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 産 業 廃

物 保 管 基 準 又 は 法 第 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 別

管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 基 準 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定 す

る 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 保 管 基 準 に 適 合 し な い 処 理 を い

う 。

六 不 適 正 な 処 分 法 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 産 業 廃

棄 物 処 理 基 準 又 は 法 第 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特

別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 基 準 に 適 合 し な い 処 分 を い う 。

（ 県 の 責 務 ）

第 三 条 県 は 、 事 業 者 、 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 、 土 地 所 有 者

等 、 市 町 そ の 他 の 行 政 機 関 及 び 県 民 と の 緊 密 な 連 携 を 図

り な が ら 、 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 総 合

的 な 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る も の と す る 。

２ 県 は 、 産 業 廃 棄 物 の 不 適 正 な 処 理 を 防 止 す る た め 、 監

視 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 県 民 の 協 力 を 得 る よ う 努 め

な け れ ば な ら な い 。

（ 事 業 者 の 責 務 ）

第 四 条 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じ た 産 業 廃 棄

物 を 自 ら の 責 任 に お い て 適 正 に 処 理 し な け れ ば な ら な

い 。

２ 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じ た 産 業 廃 棄 物 の

処 理 を 委 託 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 産 業 廃 棄 物 の 発 生

か ら 最 終 処 分 が 終 了 す る ま で の 一 連 の 処 理 の 行 程 に お け
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る 処 理 が 適 正 に 行 わ れ る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 事 業 者 は 、 県 が 実 施 す る 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推

進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 責 務 ）

第 五 条 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 は 、 事 業 者 か ら 産 業 廃 棄 物 の

処 理 の 委 託 を 受 け た 場 合 は 、 当 該 委 託 に 係 る 産 業 廃 棄 物

を 適 正 に 処 理 し な け れ ば な ら な い 。

２ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 は 、 県 が 実 施 す る 産 業 廃 棄 物 の 適

正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。

（ 土 地 所 有 者 等 の 責 務 ）

第 六 条 土 地 所 有 者 等 は 、 そ の 所 有 し 、 占 有 し 、 又 は 管 理

す る 土 地 （ 以 下 「 所 有 地 等 」 と い う 。 ） に お い て 産 業 廃

棄 物 の 不 適 正 な 処 理 が 行 わ れ な い よ う 、 そ の 所 有 地 等 の

適 正 な 管 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 土 地 所 有 者 等 は 、 県 が 実 施 す る 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処

理 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。
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第 二 章 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 確 保

第 一 節 事 業 者 の 義 務

（ 処 分 を 委 託 す る 場 合 の 確 認 等 ）

第 七 条 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じ る 産 業 廃 棄

物 の 処 分 を 産 業 廃 棄 物 の 処 分 を 業 と す る 者 （ 法 第 十 四 条

第 六 項 又 は 同 法 第 十 四 条 の 四 第 六 項 の 規 定 に よ る 許 可

を 受 け た 者 に 限 る 。 以 下 「 処 分 業 者 」 と い う 。 ） に 委 託

し よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該

産 業 廃 棄 物 を 処 分 す る た め の 能 力 を 当 該 委 託 し よ う と

す る 処 分 業 者 が 現 に 有 し て い る こ と を 確 認 す る と と も

に 、 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 録 し て お か な け れ ば な ら な

い 。 そ の 確 認 を し た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 日 以 後 引 き 続

き 当 該 処 分 業 者 に 委 託 し よ う と す る と き も 同 様 と す る 。

２ 事 業 者 は 、 処 分 を 委 託 し た 産 業 廃 棄 物 の 不 適 正 な 処 分

が 行 わ れ て い る こ と を 知 っ た と き は 、 当 該 処 分 業 者 へ の

搬 入 の 停 止 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る と と

も に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 不 適 正 な 処 分 の

状 況 及 び 講 じ た 措 置 の 内 容 を 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら

第 二 章 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 確 保

第 一 節 事 業 者 の 義 務

（ 確 認 及 び 記 録 事 項 等 ）

第 三 条 条 例 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 は 、 次 の 各 号

の い ず れ か の 方 法 に よ り 行 う も の と し 、 当 該 確 認 し た 事

項 の 記 録 は 五 年 間 保 存 す る も の と す る 。

一 自 ら 実 地 に 調 査 し 、 及 び 確 認 す る こ と 。

二 自 ら の 責 任 に お い て 、 実 地 に 調 査 し て い る 者 か ら 聴

取 し 、 及 び 確 認 す る こ と 。

２ 条 例 第 七 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る

も の と す る 。

一 確 認 の 年 月 日

二 確 認 の 方 法

三 委 託 に 係 る 産 業 廃 棄 物 を 処 理 す る 施 設 に お け る 処

分 の 状 況

四 委 託 に 係 る 産 業 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 の 用 に 供 さ れ る

場 所 の 残 存 容 量 の 有 無

五 委 託 に 係 る 産 業 廃 棄 物 の 保 管 の 場 所 の 状 況

第 四 条 条 例 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 不 適 正 な

処 分 が 行 わ れ て い る こ と を 知 っ た 後 、 遅 滞 な く 、 措 置 内

容 等 報 告 書 （ 第 一 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。

http://ss061001/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=2&RESNO=2&HANSUU=9&DSPINIT=0&GAMENKEY=0&&PROCID=1034905312&UKEY=UKEY=1200980566&BUNKATU_NO=4&DSPINIT=0&GAMENKEY=0#JUMP_SEQ_777


-
6

-

条 例 規 則

な い 。

（ 産 業 廃 棄 物 の 保 管 場 所 に 係 る 届 出 ）

第 八 条 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じ た 産 業 廃 棄

物 を 当 該 産 業 廃 棄 物 を 生 じ た 場 所 （ 工 場 等 又 は 解 体 作 業

現 場 等 を い う 。 ） 以 外 の 場 所 （ 県 の 区 域 内 に 限 る 。 ） で 自

ら 保 管 す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 保 管 を

開 始 す る 日 ま で に 、 当 該 産 業 廃 棄 物 の 保 管 の 用 に 供 す る

場 所 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 保 管 場 所 」 と い う 。 ） の 区 域

ご と に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。
一 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代

表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二 保 管 場 所 の 所 在 地 、 面 積 並 び に 土 地 所 有 者 等 の 氏 名

及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

三 産 業 廃 棄 物 の 種 類 及 び 数 量

四 産 業 廃 棄 物 の 保 管 の 方 法

五 保 管 場 所 の 使 用 開 始 予 定 年 月 日

２ 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 前 項 の 規 定

は 、 適 用 し な い 。

一 保 管 場 所 の 面 積 が 規 則 で 定 め る 面 積 に 満 た な い と

き 。

ニ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 事 業 の 用 に 供 さ れ る 施 設 （ 保

（ 産 業 廃 棄 物 の 保 管 場 所 に 係 る 届 出 ）

第 五 条 条 例 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 産 業 廃 棄

物 保 管 場 所 届 出 書 （ 第 二 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。

２ 前 項 の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。

一 保 管 場 所 の 付 近 の 見 取 図

二 保 管 場 所 の 状 況 を 明 ら か に す る 平 面 図 及 び 立 面 図

三 容 器 を 用 い 、 又 は 囲 い に 接 し て 産 業 廃 棄 物 を 保 管 す

る 場 合 は 、 そ の 構 造 を 明 ら か に す る 図 面

四 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 又 は 図 面

（ 保 管 場 所 に 係 る 届 出 の 適 用 除 外 ）

第 六 条 条 例 第 八 条 第 二 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 面 積 は 、

百 平 方 メ ー ト ル と す る 。
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管 の 場 所 を 含 む 。 ） に お い て 産 業 廃 棄 物 の 保 管 を す る と

き 。

三 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 が 設 置 さ れ て い る 工 場 等 の 敷 地

内 で 、 当 該 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 処 理 に 係 る 産 業 廃 棄

物 を 保 管 す る と き 。

四 規 則 で 定 め る 一 時 的 な 保 管 を す る と き 。

五 特 別 措 置 法 第 八 条 に 規 定 す る 届 出 に 係 る 事 業 場 内 で

当 該 届 出 に 係 る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を 保 管 す る

と き 。

六 使 用 済 自 動 車 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四

年 法 律 第 八 十 七 号 ） 第 二 条 第 十 七 項 に 規 定 す る 関 連 事

業 者 が 、 使 用 済 自 動 車 及 び 当 該 自 動 車 の 解 体 等 に よ り

生 じ た 廃 棄 物 を 保 管 す る と き 。

七 法 第 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 産 業 廃 棄

物 の 保 管 を し 、 又 は 法 第 十 二 条 の ニ 第 三 項 及 び 第 四 項

の 規 定 に よ る 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 保 管 を す る と き 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 事 業 者 は 、 同 項 第 一 号

か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し た と き 、 又 は そ の

届 出 に 係 る 保 管 場 所 の 使 用 を 廃 止 し た と き は 、 そ の 日 か

ら 三 十 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を

知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
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（ 県 内 搬 入 に 係 る 届 出 ）

第 九 条 県 外 に 所 在 す る 工 場 等 を 有 す る 者 又 は 県 外 に 所

在 す る 解 体 作 業 現 場 等 に お い て 産 業 廃 棄 物 を 生 じ さ せ る

者 （ 以 下 こ れ ら を 「 県 外 排 出 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該

工 場 等 又 は 解 体 作 業 現 場 等 に お い て 生 じ る 産 業 廃 棄 物 を

県 内 で 処 分 （ 処 分 業 者 に 委 託 す る も の に 限 る 。 ） す る た め 、

２ 条 例 第 八 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 一 時 的 な 保

管 は 、 産 業 廃 棄 物 の 保 管 を 開 始 し た 日 か ら 三 日 以 内 に 保

管 場 所 に 保 管 す る す べ て の 産 業 廃 棄 物 を 保 管 場 所 か ら

搬 出 す る 場 合 と す る 。

（ 保 管 場 所 の 変 更 等 に 係 る 届 出 ）

第 七 条 条 例 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 産 業 廃 棄

物 保 管 場 所 （ 変 更 ・ 廃 止 ） 届 出 書 （ 第 三 号 様 式 ） に よ り

行 う も の と す る 。

２ 前 項 の 届 出 書 に は 、 第 五 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の

う ち 、 変 更 事 項 に 係 る 書 類 又 は 図 面 を 添 付 し な け れ ば な

ら な い 。

（ 県 内 搬 入 に 係 る 届 出 ）

第 八 条 条 例 第 九 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 県 外

産 業 廃 棄 物 搬 入 届 出 書 （ 第 四 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と

す る 。

２ 条 例 第 九 条 第 一 項 本 文 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲

げ る も の と す る 。

条 例 規 則
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自 ら 又 は 他 人 に 委 託 し て 県 内 に 搬 入 し よ う と す る と き

は 、 当 該 搬 入 す る 日 の 十 五 日 前 ま で に 、 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 当 該 産 業 廃 棄 物 の 種 類 、 数 量 、 処 分 の 方 法

及 び 期 間 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 県 外 排 出 事 業 者 が 一 の 処 分 業 者 に

委 託 す る 産 業 廃 棄 物 の 数 量 （ 当 該 委 託 に 係 る 契 約 日 以 前

一 年 間 に 委 託 し た 数 量 を 含 む 。 ） が 二 百 ト ン 未 満 又 は 二 百

立 方 メ ー ト ル 未 満 の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 四 十

六 年 政 令 第 三 百 号 ） 第 二 条 の 四 第 五 号 に 規 定 す る 特 定 有

害 産 業 廃 棄 物 の う ち 同 号 ヘ に 定 め る 廃 石 綿 等 を 除 く も の

そ の 他 規 則 で 定 め る も の （ 以 下 「 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄

物 」 と い う 。 ） を 生 じ る 県 外 排 出 事 業 者 が 、 当 該 指 定 特 別

管 理 産 業 廃 棄 物 を 県 内 で 処 分 （ 処 分 業 者 に 委 託 す る も の

に 限 る 。 ） す る た め 、 自 ら 又 は 他 人 に 委 託 し て 県 内 に 搬 入

一 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏

名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二 工 場 等 又 は 解 体 作 業 現 場 等 の 名 称 及 び 所 在 地

三 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て

は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

四 産 業 廃 棄 物 の 性 状 及 び そ の 発 生 工 程 の 概 要

五 処 分 す る 施 設 の 種 類 、 処 理 能 力 及 び 設 置 の 場 所

六 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

３ 第 一 項 の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 添 付

し な け れ ば な ら な い 。

一 産 業 廃 棄 物 の 性 状 を 明 ら か に す る 書 類

二 排 出 事 業 者 の 事 業 の 概 要 を 記 載 し た 書 類

三 産 業 廃 棄 物 の 発 生 工 程 の 概 要 図

四 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 と の 委 託 契 約 書 の 写 し

五 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類

（ 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 ）

第 九 条 条 例 第 九 条 第 二 項 本 文 の 規 則 で 定 め る も の は 、 廃

棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年

政 令 第 三 百 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 四 第 六 号

か ら 第 十 一 号 ま で に 定 め る 産 業 廃 棄 物 を い う 。

（ 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 県 内 搬 入 に 係 る 届 出 ）

第 十 条 条 例 第 九 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 県 外
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し よ う と す る と き は 、 当 該 搬 入 す る 日 の 二 十 日 前 ま で

に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 指 定 特 別 管 理 産 業

廃 棄 物 の 種 類 、 数 量 、 処 分 の 方 法 、 県 内 に 搬 入 す る 理 由

及 び 期 間 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 県 外 排 出 事 業 者 が 一 の 処 分 業 者 に

委 託 す る 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 数 量 （ 当 該 委 託 に 係

る 契 約 日 以 前 一 年 間 に 委 託 し た 数 量 を 含 む 。 ） が 五 十 ト ン

未 満 又 は 五 十 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。

指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 搬 入 届 出 書 （ 第 五 号 様 式 ） に よ

り 行 う も の と す る 。

２ 条 例 第 九 条 第 二 項 本 文 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲

げ る も の と す る 。

一 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏

名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 を 生 じ る 工 場 等 又 は 解 体

作 業 現 場 等 の 名 称 及 び 所 在 地

三 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て

は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

四 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 性 状 及 び そ の 発 生 工 程

の 概 要

五 処 分 す る 施 設 の 種 類 、 処 理 能 力 及 び 設 置 の 場 所

六 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

３ 第 一 項 の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 添 付

し な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 性 状 を 明 ら か に す る 書

類
二 排 出 事 業 者 の 事 業 の 概 要 を 記 載 し た 書 類

三 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 発 生 工 程 の 概 要 図

四 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 と の 委 託 契 約 書 の 写 し

五 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類

条 例 規 則
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（ 県 内 搬 入 に 係 る 変 更 の 届 出 ）

第 十 条 前 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 当

該 届 出 に 係 る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 当 該 変 更 し よ う と す る 日 の 十 五 日 前

ま で に 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。

２ 前 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 当 該 届

出 に 係 る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 当 該 変 更 し よ う と す る 日 の 二 十 日 前 ま で

に 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 県 内 搬 入 の 変 更 に 係 る 届 出 ）

第 十 一 条 条 例 第 十 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 県

外 産 業 廃 棄 物 搬 入 変 更 届 出 書 （ 第 六 号 様 式 ） に よ り 行 う

も の と す る 。

２ 前 項 の 県 外 産 業 廃 棄 物 搬 入 変 更 届 出 書 に は 、 第 八 条 第

三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 の う ち 、 変 更 事 項 に 係 る

書 類 又 は 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

３ 条 例 第 十 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変

更 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 産 業 廃 棄 物 の 数 量 を 減 少 す る 変 更

二 処 分 の 期 間 を 短 縮 す る 変 更

第 十 二 条 条 例 第 十 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 県

外 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 搬 入 変 更 届 出 書 （ 第 七 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。

２ 前 項 の 県 外 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 搬 入 変 更 届 出 書 に

は 、 第 十 条 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 の う ち 、 変

更 事 項 に 係 る 書 類 又 は 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

３ 条 例 第 十 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 数 量 を 減 少 す る 変 更

二 処 分 の 期 間 を 短 縮 す る 変 更

http://www.houmu.pref.mie.jp/d1w_reiki/41390210003900000000/41990210003000000000/41990210003000000000_blk4.html#JUMP_SEQ_817
http://www.houmu.pref.mie.jp/d1w_reiki/41390210003900000000/41990210003000000000/41990210003000000000_blk4.html#JUMP_SEQ_817
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（ 勧 告 及 び 公 表 ）

第 十 一 条 知 事 は 、 第 九 条 第 一 項 本 文 若 し く は 第 二 項 本 文

又 は 前 条 第 一 項 本 文 若 し く は 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 届

出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 届 出 に 係 る 産 業 廃 棄 物 の

不 適 正 な 処 分 が 県 内 に お い て 行 わ れ る お そ れ が あ る と 認

め る と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 産 業 廃 棄 物 の 搬 入 に 際 し て 、

当 該 届 出 を し た 県 外 排 出 事 業 者 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と を 勧 告 す る こ と が で き る 。

２ 知 事 は 、 県 外 排 出 事 業 者 が 正 当 な 理 由 な く 前 項 の 規 定

に よ る 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 そ の 旨 及 び 当 該 勧 告 の 内

容 並 び に 当 該 県 外 排 出 事 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 を 公 表 す る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 あ ら か じ め 、

当 該 勧 告 を 受 け た 者 に 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば

な ら な い 。

３ 知 事 は 、 県 外 排 出 事 業 者 が 第 九 条 第 一 項 本 文 若 し く は

第 二 項 本 文 又 は 前 条 第 一 項 本 文 若 し く は 第 二 項 本 文 の 規

定 に よ る 届 出 を 行 わ な い で 搬 入 し た と き は 、 そ の 旨 を 公

表 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 あ ら

か じ め 、 当 該 県 外 排 出 事 業 者 に 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え

な け れ ば な ら な い 。

（ 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 に 係 る 報 告 等 ）

第 十 二 条 知 事 は 、 第 九 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 又

は 第 十 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 が あ っ た と
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き は 、 速 や か に そ の 内 容 を 当 該 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

の 処 分 を 行 お う と す る 場 所 の 所 在 す る 市 町 長 に 通 知 す る

も の と す る 。

２ 知 事 は 、 第 九 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 第 十

条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 届 出 の 内 容 を 公 表 す る

も の と す る 。

３ 知 事 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 九 条 第 二 項 本

文 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 第 十 条 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る

変 更 の 届 出 を 行 っ た 県 外 排 出 事 業 者 に 対 し 、 当 該 指 定 特

別 管 理 産 業 廃 棄 物 が 適 正 に 処 理 さ れ た こ と を 確 認 す る た

め に 、 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。

４ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、 速 や

か に そ の 内 容 を 当 該 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 処 分 を 行

お う と す る 場 所 の 所 在 す る 市 町 長 に 通 知 す る も の と す

る 。

５ 知 事 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 報 告 の 内 容 を 公 表 す る こ

と が で き る 。

６ 知 事 は 、 県 外 排 出 事 業 者 が 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 を

行 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 あ ら か じ め 、 当 該 県 外 排 出

（ 指 定 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 に 係 る 公 表 ）

第 十 三 条 条 例 第 十 二 条 第 二 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る

公 表 は 、 三 重 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 条 例 第

四 十 二 号 。 以 下 「 情 報 公 開 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 除

く も の と す る 。

２ 前 項 の 公 表 は 、 当 該 届 出 等 に 関 す る 事 務 を 所 掌 す る 農

林 水 産 商 工 環 境 事 務 所 、 農 林 商 工 環 境 事 務 所 及 び 農 政 環

境 事 務 所 （ 以 下 「 農 林 水 産 商 工 環 境 事 務 所 等 」 と い う 。 ）

に お い て 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。
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事 業 者 に 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

第 二 節 土 地 所 有 者 等 の 義 務

（ 所 有 地 等 の 使 用 方 法 等 の 確 認 ）

第 十 三 条 土 地 所 有 者 等 は 、 所 有 地 等 を 他 の 者 に 使 用 さ

せ 、 又 は 管 理 さ せ る 場 合 で あ っ て 、 当 該 所 有 地 等 に お い

て 産 業 廃 棄 物 が 搬 入 さ れ る こ と が 予 想 さ れ る と き は 、 産

業 廃 棄 物 の 不 適 正 な 処 理 が 行 わ れ な い よ う 、 当 該 他 の 者

（ 以 下 「 借 地 人 等 」 と い う 。 ） に あ ら か じ め そ の 土 地 の 使

用 方 法 を 確 認 す る と と も に 、 そ の 使 用 の 状 況 を 確 認 す る

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 不 適 正 な 処 理 が 行 わ れ た 場 合 の 措 置 ）

第 十 四 条 土 地 所 有 者 等 は 、 所 有 地 等 に お い て 借 地 人 等 に

よ り 産 業 廃 棄 物 の 不 適 正 な 処 理 が 行 わ れ た こ と を 知 っ た

と き は 、 当 該 借 地 人 等 に 対 し 当 該 不 適 正 な 処 理 の 中 止 を

請 求 す る よ う 努 め る と と も に 、 速 や か に 不 適 正 な 処 理 が

行 わ れ て い る 旨 を 知 事 に 通 報 す る も の と す る 。

（ 生 活 環 境 保 全 上 の 支 障 の 除 去 等 へ の 協 力 ）

第 十 五 条 土 地 所 有 者 等 は 、 産 業 廃 棄 物 の 不 適 正 な 処 理 に

よ る 周 辺 の 生 活 環 境 保 全 上 の 支 障 の 除 去 又 は 支 障 の 発

生 の 防 止 の た め に 、 法 第 十 九 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り

処 分 者 等 が 講 ず る 措 置 、 法 第 十 九 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に

よ り 排 出 事 業 者 等 が 講 ず る 措 置 又 は 法 第 十 九 条 の 八 第

一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 講 ず る 措 置 に 協 力 し な け れ ば
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な ら な い 。
第 三 節 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 環 境 配 慮

（ 産 業 廃 棄 物 を 処 理 す る 施 設 の 設 置 に 係 る 配 慮 等 ）

第 十 六 条 知 事 は 、 産 業 廃 棄 物 を 処 理 す る 施 設 の 設 置 に つ

い て 、 そ の 計 画 段 階 か ら 地 域 住 民 と の 合 意 を 図 り な が ら

進 め る こ と を 基 本 と し て 、 必 要 な 事 項 を 別 に 定 め る も の

と す る 。

（ 産 業 廃 棄 物 の 適 正 処 理 に 係 る 意 見 の 聴 取 ）

第 十 七 条 知 事 は 、 法 第 十 九 条 の 五 、 法 第 十 九 条 の 六 又 は

法 第 十 九 条 の 八 の 規 定 に よ る 措 置 を 講 じ 、 又 は 講 ず る こ

と を 命 じ る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 専 門 的 知 識 を 有

す る 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。

第 四 節 産 業 廃 棄 物 の 処 理 状 況 等 の 透 明 化

（ 産 業 廃 棄 物 の 処 理 状 況 の 報 告 等 ）

第 十 八 条 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 知 事 に 報 告 し な け れ ば

な ら な い 。

一 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て

は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）

第 二 節 産 業 廃 棄 物 の 処 理 状 況 等 の 透 明 化

（ 産 業 廃 棄 物 の 処 理 状 況 の 報 告 方 法 等 ）

第 十 四 条 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 毎 年

六 月 三 十 日 ま で に 、 そ の 年 の 三 月 三 十 一 日 以 前 の 一 年 間

に お け る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 の 状 況 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ た 報 告 書 に よ り 行 う も の と す る 。

一 産 業 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 の 状 況 産 業 廃 棄 物 収

集 又 は 運 搬 状 況 報 告 書 （ 第 八 号 様 式 ）
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二 当 該 報 告 に 係 る 産 業 廃 棄 物 処 理 業 又 は 特 別 管 理 産 業

廃 棄 物 処 理 業 の 許 可 番 号 及 び 事 業 の 範 囲

三 産 業 廃 棄 物 の 収 集 、 運 搬 又 は 処 分 を 委 託 し た 者 の 氏

名 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 ）

四 処 理 し た 産 業 廃 棄 物 を 排 出 し た 工 場 等 又 は 解 体 作

業 現 場 等 の 所 在 地

五 処 理 し た 産 業 廃 棄 物 の 種 類 及 び 数 量

六 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 報 告 の 内 容 を 公 表 す る も の

と す る 。

３ 知 事 は 、 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ る 報

告 を し な い と き は 、 当 該 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 氏 名 及 び

住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主

た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 並 び に 産 業 廃 棄 物 処 理 業 又 は 特 別

管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 業 の 許 可 番 号 及 び 事 業 の 範 囲 に つ い

て 、 公 表 す る こ と が で き る 。

二 産 業 廃 棄 物 の 処 分 の 状 況 産 業 廃 棄 物 処 分 状 況 報

告 書 （ 第 九 号 様 式 ）

２ 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の と す

る 。
一 産 業 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 の 状 況

イ 産 業 廃 棄 物 の 運 搬 先 の 処 分 業 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は そ

の 名 称 ） 及 び 産 業 廃 棄 物 処 理 業 又 は 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理

業 の 許 可 番 号

ロ 当 該 産 業 廃 棄 物 に 係 る 処 分 を 行 う 場 所 の 所 在 地

ハ 当 該 産 業 廃 棄 物 の 処 分 の 方 法

ニ そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

二 産 業 廃 棄 物 の 処 分 の 状 況

イ 事 業 の 用 に 供 す る 産 業 廃 棄 物 を 処 理 す る 施 設 の 状 況

ロ 収 集 又 は 運 搬 を 行 っ た 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 ）

及 び 産 業 廃 棄 物 処 理 業 又 は 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 業 の 許

可 番 号

ハ 当 該 産 業 廃 棄 物 の 処 分 の 方 法

ニ そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

条 例 規 則
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（ 行 政 処 分 等 の 公 表 ）

第 十 九 条 知 事 は 、 法 第 十 二 条 の 六 第 三 項 、 法 第 十 四 条 の

三 （ 法 第 十 四 条 の 六 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

法 第 十 四 条 の 三 の 二 （ 法 第 十 四 条 の 六 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第 十 五 条 の 二 の 七 、 法 第 十 五 条 の 三 、

法 第 十 九 条 の 三 第 二 号 、 法 第 十 九 条 の 五 第 一 項 、 法 第 十

九 条 の 六 第 一 項 又 は 法 第 十 九 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ

る 処 分 を し た と き は 、 当 該 処 分 の 内 容 及 び 次 に 掲 げ る 事

項 を 公 表 す る も の と す る 。

一 当 該 処 分 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名 （ 法 人 に あ っ て

は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）

二 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

２ 知 事 は 、 前 項 の 処 分 （ 法 第 十 四 条 の 三 （ 法 第 十 四 条 の

六 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第 十 四 条 の 三 の

（ 報 告 さ れ た 処 理 状 況 の 公 表 事 項 等 ）

第 十 五 条 条 例 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 情 報

公 開 条 例 第 七 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 情 報 が 記 録

さ れ て い る 部 分 を 除 く も の と す る 。

２ 前 項 の 公 表 は 、 報 告 者 の 事 務 所 又 は 事 業 場 の 所 在 地 を 管 轄 す

る 三 重 県 環 境 森 林 部 又 は 農 林 水 産 商 工 環 境 事 務 所 等 に お い て 、 一

般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。

（ 行 政 処 分 等 の 公 表 ）

第 十 六 条 条 例 第 十 九 条 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事

項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。
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二 （ 法 第 十 四 条 の 六 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及

び 法 第 十 五 条 の 三 の 規 定 に よ る も の を 除 く 。 ） を 受 け た

者 か ら 、 当 該 処 分 に 係 る 改 善 措 置 等 の 報 告 が あ っ た と き

は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。

第 三 章 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 管 理

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 紛 失 時 の 措 置 等 ）

第 二 十 条 事 業 活 動 に 伴 っ て ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物

を 県 内 で 保 管 す る 事 業 者 （ 以 下 「 保 管 事 業 者 」 と い う 。 ）

は 、 保 管 中 の ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を 紛 失 し た と き

は 、 直 ち に 紛 失 の 状 況 に つ い て 調 査 す る と と も に 、 紛 失 し

た ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を 回 収 す る 措 置 を 講 じ な け

れ ば な ら な い 。

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 事 故 時 の 措 置 等 ）

第 二 十 一 条 保 管 事 業 者 は 、 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を

保 管 す る 施 設 の 故 障 、 破 損 そ の 他 の 事 故 が 発 生 し 、 ポ リ

塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 が 飛 散 し 、 流 出 し 、 地 下 に 浸 透 し 、

又 は 発 散 し た こ と に よ り 生 活 環 境 保 全 上 の 支 障 が 生 じ 、

又 は 生 じ る お そ れ が あ る と き は 、 直 ち に そ の 事 故 に つ い

て 応 急 の 措 置 を 講 じ 、 か つ 、 速 や か に 復 旧 す る よ う 努 め

な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 保 管 事 業 者 は 、 直 ち に そ の 事 故

の 状 況 を 知 事 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。

一 当 該 処 分 に 至 っ た 理 由

二 当 該 処 分 を 受 け た 者 が 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 で あ る

場 合 に あ っ て は 、 そ の 許 可 の 内 容

第 三 章 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 管 理
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条 例 規 則

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 紛 失 時 等 の 届 出 等 ）

第 二 十 二 条 保 管 事 業 者 は 、 前 二 条 の 規 定 に 該 当 す る と き

は 、 保 管 中 の ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 紛 失 又 は 事 故

の 再 発 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 次 に 掲 げ る 事 項 を 知 事 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。

一 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 紛 失 の 状 況 又 は 事 故

時 の 応 急 の 措 置 の 状 況

二 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 紛 失 又 は 事 故 の 再 発

防 止 の た め の 必 要 な 措 置

三 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 紛 失 時 等 の 届 出 等 ）

第 十 七 条 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る

届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。

一 保 管 中 の ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 紛 失 が 判 明

し た と き ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 紛 失 届 出 書 （ 第

十 号 様 式 ）

二 保 管 中 の ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 破 損 、 ポ リ 塩

化 ビ フ ェ ニ ル の 環 境 へ の 飛 散 及 び 流 出 等 の 事 故 が 発

生 し た と き ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 事 故 届 出 書

（ 第 十 一 号 様 式 ）

２ 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏

名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二 紛 失 又 は 事 故 に 係 る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を

保 管 す る 事 業 場 の 名 称 及 び 所 在 地

三 紛 失 又 は 事 故 に 係 る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の

種 類 等

四 紛 失 が 判 明 し た 日 又 は 事 故 が 発 生 し た 日 時

五 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項



-
2

0
-

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該

届 出 の 内 容 を 公 表 す る こ と が で き る 。

３ 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 遅

滞 な く 紛 失 又 は 事 故 の 発 生 し た 場 所 の 所 在 す る 市 町 長

に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 章 雑 則

（ 報 告 及 び 検 査 等 ）

第 二 十 三 条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い

て 、 事 業 者 、 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 、 県 外 排 出 事 業 者 若 し

く は 保 管 事 業 者 に 対 し 、 産 業 廃 棄 物 の 保 管 若 し く は 処 理

の 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 に 関 し 報 告 を 求 め 、 又 は そ の 職

員 に 、 事 業 者 、 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 、 県 外 排 出 事 業 者 若

し く は 保 管 事 業 者 の 事 務 所 等 に 立 ち 入 り 、 帳 簿 書 類 そ の

他 の 物 件 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。

２ 前 項 に よ る 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証

明 書 を 携 帯 し 、 関 係 人 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

３ 第 一 項 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認

め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 二 十 四 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で

定 め る 。

第 四 章 雑 則

（ 証 明 書 の 様 式 ）

第 十 八 条 条 例 第 二 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す

証 明 書 は 、 身 分 証 明 書 （ 第 十 二 号 様 式 ） と す る 。
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条 例 規 則

第 五 章 罰 則

第 二 十 五 条 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、

又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者 は 、 二 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る 。

第 二 十 六 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 十 万 円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し な か っ た 者

二 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 に つ い て 、 虚 偽 の

報 告 を し た 者

三 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く

は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は 検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は

忌 避 し た 者

第 二 十 七 条 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し な か っ

た 者 は 、 科 料 に 処 す る 。

第 二 十 八 条 法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、

使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関

し 、 第 二 十 五 条 又 は 第 二 十 六 条 の 違 反 行 為 を し た と き

は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て も 各

本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 前 に 三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る

条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 七 号 。 以 下 「 生 活 環 境 保

全 条 例 」 と い う 。 ） 第 八 十 七 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定

に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 そ れ ぞ れ こ の 条 例 第

七 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に 基 づ い て さ れ た 手 続 そ

の 他 の 行 為 と み な す 。

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に そ の 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じ

た 産 業 廃 棄 物 を 当 該 産 業 廃 棄 物 を 生 じ た 場 所 （ 工 場 等 又

は 解 体 作 業 現 場 等 を い う 。 ） 以 外 の 場 所 （ 県 の 区 域 内 に

限 る 。 ） で 保 管 し て い る 事 業 者 に つ い て の 第 八 条 第 一 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 保 管 を 開 始 す る 日 」

と あ る の は 「 平 成 二 十 一 年 六 月 三 十 日 」 と す る 。

４ こ の 条 例 の 施 行 前 に 生 活 環 境 保 全 条 例 第 八 十 八 条 第

一 項 の 規 定 に よ り さ れ た 届 出 は 、 こ の 条 例 第 九 条 第 一 項

本 文 又 は 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ り さ れ た 届 出 と み な し 、

生 活 環 境 保 全 条 例 第 八 十 九 条 の 規 定 に よ り さ れ た 届 出

は 、 こ の 条 例 第 十 条 第 一 項 本 文 又 は 第 二 項 本 文 の 規 定 に

よ り さ れ た 届 出 と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 条 例

第 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る

条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 規 則 第 三 十 九 号 。 以 下

「 生 活 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 九 十 四 条 第

一 項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 則

第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と

み な し 、 生 活 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 第 九 十 四 条 第 二 項 の

規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 則 第 三 条

第 二 項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。
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条 例 規 則

５ こ の 条 例 の 施 行 前 に 生 活 環 境 保 全 条 例 第 九 十 条 第 一

項 の 規 定 に よ り さ れ た 勧 告 は 、 こ の 条 例 第 十 一 条 第 一 項

の 規 定 に よ り さ れ た 勧 告 と み な し 、 生 活 環 境 保 全 条 例 第

九 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、

こ の 条 例 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の

他 の 行 為 と み な す 。

６ こ の 条 例 の 施 行 前 に 生 活 環 境 保 全 条 例 第 九 十 五 条 第

二 項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例

第 十 七 条 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な

す 。

７ 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に 知 事 が

し た 処 分 に つ い て は 適 用 し な い 。

８ こ の 条 例 の 施 行 前 に 生 活 環 境 保 全 条 例 第 百 四 条 第 一

項 の 規 定 に よ り さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 （ 同 条 例 第 八 十

八 条 に 規 定 す る 届 出 が な さ れ た 県 外 排 出 事 業 者 に 係 る も

の に 限 る 。 ） は 、 こ の 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。
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